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※
公
の
施
設
と
は

地
方
公
共
団
体
が
住
民
の
福
祉
を

増
進
す
る
目
的
で
設
置
し
、
多
く
の

住
民
が
利
用
で
き
る
施
設
の
こ
と
で

す
。

指
定
管
理
者
制
度
導
入
へ
の

取
り
組
み

市
で
は
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導

入
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、「
指

公の施設

福祉施設 保育所、養護老人ホーム、児童館など

体育施設 体育館、陸上競技場、プールなど

教育文化施設 公民館、図書館、文化会館、資料館など

公園 都市公園など

※市役所庁舎・消防分団詰め所などの公用施設は除きま
す。

民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
す

「
指
定
管
理
者
制
度
」

「
指
定
管
理
者
制
度
」
と
は
、
多

様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
効
果
的
か

つ
効
率
的
に
対
応
す
る
た
め
、
文
化

会
館
や
公
園
、
公
民
館
な
ど
の
公
の

施
設
の
管
理
に
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

生
か
し
て
、
よ
り
効
率
的
で
充
実
し

た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
経
費
の
節

減
、
地
域
の
活
性
化
な
ど
を
目
指
す

も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
市
の
出
資
団
体
や
公
共

的
団
体
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
た
公

の
施
設
の
管
理
運
営
が
、
指
定
管
理

者
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
で
、
民
間

事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
行
う
こ
と

も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
原
則
と
し
て
市
が
条
例
で

定
め
る
利
用
料
金
の
範
囲
内
で
、
指

定
管
理
者
が
市
の
承
認
を
受
け
て
利

用
料
金
を
設
定
し
、
自
ら
の
収
入
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

定
管
理
者
制
度
運
用
指
針
」
を
定
め
、

市
が
管
理
し
て
い
る
約
３
３
０
ヶ
所

の
公
の
施
設
に
つ
い
て
、
個
々
の
施

設
ご
と
に
直
営
に
よ
る
管
理
と
す
る

か
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る

か
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
併
せ
て
、
公
の
施
設
の
管

理
運
営
業
務
へ
の
参
入
を
検
討
し
て

も
ら
う
た
め
、
地
元
事
業
者
や
団
体

等
を
対
象
に
し
た
指
定
管
理
者
制
度

勉
強
会
や
出
前
講
座
な
ど
を
実
施
し

て
き
ま
し
た
。

現
在
、「
市
民
駐
車
場
ピ
ッ
ト

88
」
で
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し

て
い
る
ほ
か
、「
き
ほ
く
上
場
公
園
」

指定管理者制度と管理委託制度の比較
指定管理者制度（新） 管理委託制度（旧）

管理運営主体
法人、その他の団体（法
人格は必ずしも必要では
ないが、個人は不可）

・公共団体
・公共的団体
　（農協・漁協等）
・地方公共団体の出資法
人（1/2 以上の出資等）

法的性格
公の施設の管理権限の委
任
【管理の代行】

契約に基づく具体的な管
理の事務、または業務の
執行の委託
【公法上の契約】

施設の管理権限 指定管理者が有する 地方公共団体が有する

施設の使用許可
条例の定めにより、指定
管理者が行うことができ
る

地方公共団体

※指定管理者制度導入後も施設の利用手続きなどの変更はありませ
ん。

と
「
農
業
研
修
管
理
棟
」
の
２
施
設

に
つ
い
て
、
今
年
９
月
か
ら
制
度
を

導
入
す
る
予
定
で
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、
導
入
条
件
等
が
整
っ
て

い
る
他
の
公
の
施
設
に
つ
い
て
も
今

年
度
か
ら
導
入
を
始
め
、
平
成
20
年

度
ま
で
の
３
年
間
で
導
入
可
能
な
施

設
の
60
％
以
上
を
指
定
管
理
者
へ
移

行
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
公
の
施
設
の
年

次
ご
と
の
移
行
計
画
に
つ
い
て
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
公
開
し
て
あ

り
ま
す
。

こ
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に

当
た
っ
て
は
「
公
募
」
を
原
則
と
し

て
い
ま
す
が
、
特
別
な
事
情
に
よ
り

公
募
が
難
し
い
施
設
や
、
現
在
管
理

を
委
託
し
て
い
る
市
の
出
資
法
人
等

の
外
郭
団
体
の
設
立
経
緯
・
組
織
体

制
の
状
況
な
ど
か
ら
、
当
分
の
間
、

こ
れ
ま
で
の
受
託
者
を
指
定
管
理
者

と
し
て
選
定
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

今
後
も
「
民
間
に
で
き
る
こ
と
は

民
間
に
」
の
基
本
理
念
の
も
と
、
公

の
施
設
へ
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導

入
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

※
市
で
は
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い

て
の
出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
行
政
経
営
改
革
課
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市内の主な公の施設

指定管理者　制度を導入します
～新たな施設管理運営方法～

　

平
成
15
年
６
月
の
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
公
の
施
設

の
管
理
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
管
理
委
託
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

「
指
定
管
理
者
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
民
間
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
団
体
も
公
の

施
設
の
管
理
運
営
を
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
市
で
は
、
公
の
施
設
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
、
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
た
め
の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。


